
 

統計品質改善会議（第１回）議事次第 

 

日 時：９月 15 日（木）10:00-12:00 

場 所：中央合同庁舎３号館３Ｆ総合政策局局議室 

参加者：美添座長他８名（舟岡委員が欠席予定） 

 

議 題： 

（１）次官冒頭挨拶〔プレス（冒頭頭取り）〕 

 

（２）統計品質改善会議の運営について 

 ○運営規則の決定について 

 （配布資料） 

   ・【資料１】統計品質改善会議運営規則（案） 

 

（３）検討事項 

○所管統計の改善についての検討課題について 

○建築着工統計調査のデータ処理の方法について 

○港湾調査の改善について 

 （配布資料） 

  ・【資料２】所管統計の改善についての検討課題（案） 

   ・【資料３】統計改革プラン～開かれ、使われ、改善し続ける統計へ～（概要） 

・【資料４】国土交通省の所管統計について 

   ・【資料５】令和 5 年度概算要求（集中的な統計改革の推進）について 

・【資料６】建築着工統計調査について 

・【資料７】港湾調査の改善の方向性について 

 

（４）報告事項 

○トラック輸送情報の廃止について 

○統計の誤りへの対応について 

○その他 

 



 

（配布資料） 

   ・【資料８】トラック輸送情報の廃止について 

   ・【資料９】誤り報告のフローについて 

・【資料 1０】点検表（案） 

・【資料１１】建設業許可・建築工事届等の電子化状況を踏まえた行政記録情報

の統計への活用に向けた勉強会について 

 



資料１ 

統計品質改善会議運営規則（案） 

 

令和４年●月●日 

統計品質改善会議決定 

 

（名称） 

第１条 本会議は、「統計品質改善会議」（以下、「会議」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 国土交通省が所管する統計の作成プロセスを審議し、統計の品質改善を図る

ことにより、所管統計の有用性及び信頼性の確保・向上を目指すことを目的とする。 

２ 会議では、統計に関する専門的・技術的な観点から議論や検討等を行う。 

 

（会議） 

第 3条 会議に座長を置く。 

２ 座長は、会議の議事を整理する。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対し、会議に出席してそ

の意見を述べる又は説明を行うことを求めることができる。 

４ 会議の資料については、審議の途中にあるものその他公開することにより公平か

つ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があると座長が認

めるものを除き、公開するものとする。 

５ 会議における議事要旨については、会議終了後速やかに作成し、あらかじめ座長

に確認の上、国土交通省ウェブサイトに公開するものとする。 

 

（事務局） 

第 4条 会議の事務局は、国土交通省総合政策局情報政策課に置く。 

２ 事務局は、会議の運営に関する事務その他の事務を処理する。 

 

（雑則） 

第 5条 この規約に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議

に諮って定める。 

 

（附則） 

第 6条 この規則は、令和４年●月●日から施行する。 



    

資料２ 

所管統計の改善についての検討課題（案） 

 

 

以下のような課題を検討していくこととしてはどうか。 

 

○基幹統計をはじめとする主要統計の品質改善について 

 

○ユーザー目線に立った「使われる統計」の実現について 

 

○行政記録情報の統計業務への活用その他統計 DXの推進について 

 

○その他 



国土交通省統計改革プラン～開かれ、使われ、改善し続ける統計へ～【概要】
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○ 不適切事案を決して再発させない、という強い決意のもと、「開かれ、使われ、改善し続ける統計へ」を基本原則として、統計改革を推進

第１章 はじめに

○ 原因 ： 業務過多、情報の分断、分業意識、問題を先送りする構造、組織マネジメント上の課題 等
○ 再発防止策（提言） ： 業務過多の解消、統計を統合的に理解する職員の配置、職員の専門知識の習得、専門家との相談体制の構築、

問題発見時の対応方法の明確化及び問題の発見と解決を奨励する風土の形成

第２章 検証委員会報告書等による指摘事項

第３章 所管統計の点検結果概要

（１）統計作成プロセスごとの実施機関

・大半の調査における担当職員は１～２名（基幹統計）、

１名程度（一般統計）。複層的なチェックや品質改善に

課題。

（２）調査・集計プロセスのマニュアルの整備状況

・大半の統計調査でマニュアル有り。記載の質及び量の

更なる充実が必要。

・マニュアルが管理職まで共有されていない（建設工事

施工統計調査・建設工事受注動態統計調査）。

・マニュアルを作成中（建築工事費調査）。

（３）調査・集計プロセスの変更時の対応状況

・調査・集計プロセスの変更時において、業務フロー全体

への影響確認を実施しているが、専門家の関与なし。

基幹統計（９統計：統計委員会指示点検）及び一般統計（５５統計：国交省独自点検）

（４）遅延調査票の取扱い

・ 「合算問題」及び「二重計上」は生じていない。

・４基幹統計調査において遅延調査票があるものの、本来月のみ

の集計となっている。

（５）公文書管理の状況

・公文書管理法上の同意を得ずに廃棄した行政文書ファイルを確

認（すべて調査票）。

・保存期間内に廃棄した行政文書ファイルを確認（すべて調査票）。

・行政文書ファイル管理簿に未記載の行政文書ファイルを確認。

（６）その他（統計委員会の点検項目以外）

建築着工統計（外れ値補正処理）及び港湾統計（２港間貨物流

動量把握）について、精度向上の観点から、統計の専門家による

統計品質改善会議において検討。

資料３
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１．統計部局の体制強化

［組織体制の強化］

● 所管統計全般の企画立案及び品質改善を担う「統計改善プラッ
トフォーム」の立ち上げ【R５～】

● 統計担当の人員体制を強化【R４～ 】

［人材育成の充実］

● 統計研修の積極的かつ計画的な受講を推進【R４～ 】
● 統計人材に係る人事交流等の促進【中期】

［統計プロセスの合理化・効率化］

● 集計業務等における民間事業者の適切な活用【R５～ 】
● 統計業務の効率化や棚卸しの実施【R５～ 】

［問題発見と解決を奨励する組織風土づくり］

● 誤り発見のチェック及び「対応ルール」の徹底【R４～ 】
● 専門家のアドバイザー任命による相談体制【R４～ 】
● 幹部ミーティングﾞ・若手グループディスカッションの充実【R４～ 】

国土交通省統計改革プラン～開かれ、使われ、改善し続ける統計へ～【概要】

○ 「統計品質改善会議」において実施状況を確認し、必要に応じた見直しを行う等、更なる改革を推進

第４章 統計改革に向けた具体策

２．「開かれ、使われ、改善し続ける統計」への改革

［「開かれた統計」への転換（統計のオープン化）］

● ユーザー目線に立ち、統計プロセスをできる限り開示【R５～】
● ユーザーとの意見交換等による統計のニーズ把握【R５～ 】

［「使われる統計」への転換（EBPMの推進）］

● 政策担当局と統計部門の一層の連携強化【R５～ 】
● EBPMのモデルとなる先導的なロジックモデルの作成【R５～ 】

［「改善し続ける統計」への転換］

● ３H（変更・初めて・久しぶり）時における複層的なチェックを含む、統計
改善プラットフォームによる所管統計のPDCAの強化【R５～ 】

● 専門家による「統計品質改善会議」の設置【R４～】
● 業務マニュアルの改善【R５～】

［統計DXの推進］

● ｴﾗｰﾁｪｯｸ等作業プロセス適正化に係るシステム改修【R５～】
● e-Survey等を活用したオンライン調査化推進【R５～】
● 建設業等の行政記録情報の電子化において、建設工事IDの導入
について検討【R５～】

３．公文書管理の改善に向けた具体策

● 各統計の業務マニュアルに公文書管理法に定める手続を反映【R４～】
● 部門ごとに細分化して主任文書管理者を配置すること等により管理体制を強化【R４～】

第５章 終わりに



資料４

国土交通省の所管統計について

統　計

基幹統計
1 ●港湾調査 交通経済統計調査室
2 ●造船造機統計調査 交通経済統計調査室
3 ●鉄道車両等生産動態統計調査 交通経済統計調査室
4 ●自動車輸送統計調査 交通経済統計調査室
5 ●内航船舶輸送統計調査 交通経済統計調査室
6 ○船員労働統計調査 交通経済統計調査室
7 ●建築着工統計調査 建設経済統計調査室
8 ●建設工事統計調査 建設経済統計調査室
9 ⑤法人土地・建物基本調査 土地政策審議官部門 情報活用推進課

特定一般統計
10 ●鉄道輸送統計調査 交通経済統計調査室
11 ●航空輸送統計調査 交通経済統計調査室
12 ●自動車燃料消費量調査 交通経済統計調査室
13 ●建築物リフォーム・リニューアル調査(四半期) 建設経済統計調査室
14 ●建設労働需給調査 不動産・建設経済局 建設市場整備課
15 ○土地保有・動態調査 土地政策審議官部門 情報活用推進課
16 ⑩パーソントリップ調査（東京都市圏、中京都市圏及び近畿圏） 都市局 都市計画課
17 ⑤全国道路・街路交通情勢調査　自動車起終点調査 道路局 企画課
18 ⑤住生活総合調査 住宅企画官
19 ○住宅市場動向調査 住宅企画官
20 ⑤マンション総合調査 参事官（マンション・賃貸住宅担当）
21 ●宿泊旅行統計調査 観光庁 観光戦略課
22 ●訪日外国人消費動向調査 観光戦略課

一般統計
23 ○旅客県間流動調査 情報政策課
24 ⑤内航船舶輸送統計母集団調査 交通経済統計調査室
25 ⑤幹線旅客流動実態調査（幹線バス・フェリー及び鉄道） 情報政策課・鉄道局参事官（新幹線建設）
26 ●建設関連業等の動態調査 建設経済統計調査室・公共事業企画調整課等

27 ○建設業活動実態調査 建設経済統計調査室・技術調査課等
28 △建設工事進捗率調査 建設経済統計調査室
29 ⑤産業連関構造調査（不動産業投入調査） 建設経済統計調査室
30 ⑤産業連関構造調査（土木工事間接工事費投入調査） 建設経済統計調査室
31 ⑤産業連関構造調査（土木工事費投入調査） 建設経済統計調査室
32 ⑤産業連関構造調査（建築工事費投入調査） 建設経済統計調査室
33 ⑤産業連関構造調査（独立行政法人等土木工事費投入調査） 建設経済統計調査室
34 ⑤産業連関構造調査（公共事業工事費投入調査） 建設経済統計調査室
35 ⑤産業連関構造調査（公共事業工事費投入調査における予備調査） 建設経済統計調査室
36 ⑤産業連関構造調査（運輸関連事業投入調査） 情報政策課
37 ⑤産業連関構造調査（こん包業に関する投入調査） 情報政策課
38 ⑤産業連関構造調査（内航船舶品目別運賃収入調査） 情報政策課
39 ⑤産業連関構造調査（有料駐車場に関する投入調査） 情報政策課
40 ⑤産業連関構造調査（地方公共団体運輸関連施設投入調査） 情報政策課
41 ②建設機械動向調査 総合政策局 公共事業企画調整課
42 △建設副産物実態調査 公共事業企画調整課
43 ⑤大都市交通センサス 交通政策課
44 ⑤全国貨物純流動調査 物流政策課・道路局企画課
45 ●主要建設資材需給・価格動向調査 不動産・建設経済局 建設市場整備課
46 ②建設資材・労働力需要実態調査 建設市場整備課
47 ⑤建設業構造実態調査 建設市場整備課
48 ⑤全国都市交通特性調査 都市局 都市計画課
49 ⑩東京都市圏物資流調査 都市計画課
50 ⑩中京都市圏物資流動調査 都市計画課
51 ⑩近畿圏物資流調査 都市計画課
52 ○水害統計調査 水管理・国土保全局 河川計画課
53 ○民間住宅ローンの実態に関する調査 住宅局 住宅経済・法制課
54 ⑤空き家所有者実態調査 住宅企画官
55 ○船員異動状況調査 海事局 船員政策課
56 ⑤全国輸出入コンテナ貨物流動調査 港湾局 計画課
57 ⑤ユニットロード貨物流動調査 計画課
58 ⑤バルク貨物流動調査 計画課
59 ○国際航空旅客動態調査 航空局 空港計画課
60 ②航空旅客動態調査 空港計画課
61 ②航空貨物動態調査 空港計画課
62 ②国際航空貨物動態調査 空港計画課
63 ●旅行・観光消費動向調査 観光庁 観光戦略課
64 ○北海道法人企業投資状況調査 北海道開発局 開発計画課

（凡例）
●：毎月調査（四半期調査含）　 ○：毎年調査　 △：１回限りの調査
②：２年に一度調査　 ③：３年に一度調査　 ⑤：５年に一度調査　⑩：１０年に一度調査

所管課室

総合政策局（公共交通・
物流政策審議官部門）

総合政策局（EBPM・情
報政策本部）

総合政策局（EBPM・情
報政策本部）

総合政策局（EBPM・情
報政策本部）

住宅局



令和５年度概算要求（集中的な統計改革の推進）について 資料５

建設工事受注動態統計調査等の不適切事案を踏まえ、国土交通省の所管統計に
対する信頼を回復するため、「国土交通省統計改革プラン」(令和４年８月10日)
を踏まえ、統計の抜本的な改革を実施し、省横断的に所管統計全般の点検・企画
立案・品質改善を図る。

● 統計作業プログラムの改修・再構築による統計改革の基盤整備

● 統計品質改善会議における議論を踏まえた所管統計の品質向上

● 国の職員が行っている調査票の回収・集計作業等の統計調査業務の民間委託

集中的な統計改革の推進 ［３億円(皆増)］

令和5年度国土交通省予算概算要求概要（令和４年８月）資料より



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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港湾調査の改善の方向性について

概 要

港湾調査は、年間300万隻を超える入港船舶と取扱貨物等の詳細について把握し、国や港湾管理者の政策
の基礎資料として活用されている基幹統計調査。

二港間の貨物流動量の差異について

今後の対応

二港間の貨物流動量に差異が生じている港湾を整理し、ヒアリングやアンケートを実施し、要因分析を行
い、精度向上に向けた改善策を策定する。その改善策を実施することで、二港間の貨物流動量の差異の縮減
を図る。

全国の出発港から報告された移出量の合計と移入量の合計はほぼ合致していることから、差異が生じる要
因は、港湾ごとに報告者が異なり、報告者ごとに把握している情報も異なること等から、Ａ港からＢ港に到
着するまでの経由地での積み下ろし量について正確に把握できていないことなどが考えられている。

二港間の貨物流動量については、Ａ港で報告されたＢ港へ出された貨物量（移出量）と、Ｂ港で報告され
たA港から受け取った貨物量（移入量）に差異が生じている。

港湾ごとの取扱貨物量とともに、二港間の貨物流動量を出発港と到着港の双方で把握している。

取扱貨物量や二港間の貨物流動量等については、港湾運送事業者、船舶運航事業者、船舶代理店等が報告
者となっている。

○調査内容

○調査対象等 ○調査経路
甲種港湾（毎月）：166港（海上運送網の拠点として重要性

の高い港湾：東京港、横浜港等） 国土交通省－都道府県－調査員－報告者

乙種港湾（毎年）：512港（甲種港湾以外の港湾：気仙沼港、
熱海港等）
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（参考） 移出と移入の貨物量の乖離のイメージ（一例）

A港の報告者 B港の報告者

A港管理者 B港管理者

報告 報告

国土交通省

集計・提出 集計・提出

A港 X港 B港

A港か
ら
20トン
移入
（荷下ろし量、
積み込み港
とも正確に把
握）

報告

X港の報告者

X港管理者

Ａ港から
80トン
移入
（荷下ろし量、
積み込み港
とも正確に把
握）

集計・提出

貨物の輸送（A港⇒X港⇒B港）
積み
込み

荷下
ろし

B港に
100トン
移出
（積み込み量
は正確だが、
どの港で荷
下ろしするか
までは正確
に把握できて
いない）

100トン 20トン 80トン

荷下
ろし

報告港湾 到着港 貨物トン数
A港 B港 100
A港 X港 0

港湾統計の記載イメージ

報告港湾 出発港 貨物トン数
B港 A港 80
X港 A港 20

港湾統計の記載イメージ ※報告者は、港湾運送
事業者、船舶運航事業
者、水産業協同組合長、
その他実態を把握でき
る者

※※※

移出と移入の貨物量の乖離のイメージ（一例）



（参考） 港湾統計年報（令和２年（2020年））



トラック輸送情報の廃止について

根拠法令

取り巻く環境

令和４年７月調査分を以て「トラック輸送情報」を廃止することとした。

トラック輸送情報は、トラックによる輸送量の増減及びその原因並びにトラック輸送を通じてみた景気の
動向などを迅速に把握することを目的に、昭和41年より毎月実施している業務統計。

貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に規定する貨物自動車運送事業報告規則（平成２年運輸
省令第33号）第3条（臨時の報告）

①トラック輸送情報に代わる資料としては、自動車輸送統計調査（交通経済統計調査室）、宅配便取扱実績
（自動車局貨物課）のほか、各事業者のプレスリリース（宅配便個数について、大手3社（ヤマト運輸、
SGホールディングス、日本郵便）が毎月HPで公表しており、トラック輸送情報の宅配便個数の95％以上
を捕捉可能であること。

概 要

②行政機関や民間事業者等による各種調査やアンケート等の重複は報告者にとって負担となることから、報
告者の負担軽減から、必要最小限の調査実施に努める必要があること。

③本省内関係部局（自動車局貨物課、総合政策局物流政策課）、地方運輸局等、全日本トラック協会、民間
事業者等の利用者にニーズを確認したところ、廃止による大きな問題、影響はなかった。

④昨今の政府統計を巡る情勢を踏まえ、統計改革推進会議統計行政新生部会において、限られた統計リソー
スを有効活用し真に必要な統計への重点化を行うことが方針として定められている。

調査対象・調査経路

特別積合せトラック： 24事業者 国土交通省 ー 報告者

一般貨物トラック ：983事業者 国土交通省 ー 地方運輸局 ー 運輸支局 ー 報告者
（事業者数は令和4年6月調査分の数値）
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誤り発見後の対応フロー図（簡易版）

疑義の発生

誤りか否かの確認

事実関係の把握
・事案の内容
・事案発見の端緒・経緯等
・訂正内容・発生原因

統計利活用リストも活用しながら、
利活用者へ連絡、影響の確認

再発防止策の検討
※事案の速やかな公表を優先し、再発防止策の具体化を待
つことなく、以降の対応を行うことができる。

公表内容、公表方法の検討

誤り報告書の作成

公表内容等の利活用者への連絡（必要な場合のみ）

誤りの公表

調査実施課室情報政策課
（統計分析審査官）

報告書確認

提出政総審に
報告

総務省に
提出

一報

確認

助言

随時
支援要請

確認
一報

誤りの場合は、総
務省に事前共有
及び政総審に共
有

※原則、基幹統計・一般統計に係る誤りが報告対象。

誤りの場合

対応終了

誤りでない
場合
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資料１０

国土交通省　点検表（案）

令和4年○月○日

国土交通省合理的根拠政策立案推進・情報政策本部

１．審査・集計プロセスの管理
（１）調査票に関する審査
□ 調査票の必須の調査事項について、記入漏れはないか。（調査票の必須の調査事項の記入漏れを自動
検出できるか等）

□ 関連する調査事項間で、回答内容に矛盾や不合理がないか。（他の調査事項との関係で不整合な回答内
容を自動検出できるか等）

（例）「世帯主の配偶者」が「未婚」など、回答内容に矛盾が生じていないかのチェック

□ 回答の数値が通常では想定し得ない値でないか。（数値の上限と下限を定め、その範囲内にあるか否か
チェックするなど、通常では想定し得ない値を自動検出できるか等）

□ 回答期限を過ぎて提出された調査票がある場合、その集計上の取扱いをマニュアルに定め、そのとおりに
処理しているか。

（２）結果表に関する審査
□ 一つの結果表において、内訳の合計が総数を超えているなど、表内の数値に矛盾はないか。（表内の数
値の矛盾を自動検出できるか等）

□ 複数の結果表に掲載されている同じ項目の数値が異なっているなど、結果表間で数値に矛盾はないか。
（複数の結果表間の矛盾を自動で検出できるか等）

□ その他、結果表の数値をチェックするポイントを具体的にマニュアルに定め、そのとおりにチェックしている
か。

（例）「対前月比増減」の数値などについて前月と当月の結果表の整合性のチェック

□ 結果表の作成に当たっては、コピペでの転記ミスなどが起こらないよう、自動的に集計する仕組みになっ
ているか。

（３）内容の分析的審査
□ 統計数値を時系列で比較したときに、数値は妥当なものと言えるか。
（例）月次・年次・周期の統計調査において、当該調査の過去の数値を比較して、増減数、増減率を確認し、著しい増
減が生じていないか等、特異な傾向を示していないかチェック

□ 他の政府統計や業界データなどの関連情報に照らして、数値は妥当なものと言えるか。
（例）業界団体で調査・公表している数値と比較し、特異な傾向を示していないかチェック

□ 地域別、都道府県別の集計値を比較したときに、数値は妥当なものと言えるか。
（例）地域別、都道府県別に集計して、地域間で増減数、増減率、構成比等を比較した際に特異な傾向がないか
チェックすることにより、全国値の妥当性をチェック

□ 社会経済情勢からみて、数値が特異な傾向を示していないか。
（例）新型コロナウイルスの影響により、輸送旅客数が全体として減少傾向を示している中、旅客数が2019年同月比
でプラスになっている項目があるなど、特異な傾向を示していないかチェック

２．公表プロセスの管理
（１）照会対応等への事前準備は十分か
□ 記者レク用の説明資料、応答要領、想定問答作成の要否を検討したか
□ （必要な場合）説明資料や応答要領、想定問答は作成したか、内容は十分か
□ （作成後）応答要領や想定問答を関連部署と共有したか

（２）照会を受けた後の対応は十分か（計数確認等軽微なものを除く）
□ 照会者と回答者名、日時、照会とそれに対する回答内容を記録したか
□ 照会者の問題意識を正確に把握し、課室長と相談の上、的確に回答したか

（３）（対象が特定できる場合）利害関係者等の理解を得る努力をしたか
□ 公表直後に説明を行い、内容の理解を促したか

（４）公表の反響についてフォローしたか
□ 報道やインターネット等での取り上げられ方を確認したか
□ 問題発生の前兆はないか
―照会頻度の上昇、繰り返しの照会、普段と異なる内容の照会など

３．問題発生時の初期対応
（１）バッドニュースファーストを徹底しているか
□ （問題発生またはその前兆を踏まえ）課室長や情報政策課（統計分析審査官）へ連絡し対応協議したか
―「公表数値等の誤りに係る疑義及び誤り発見後の対応について」により対応

（２）初期対応体制を構築したか
□ 照会窓口を速やかに担当課室長に一本化したか
□ （担当課室）問題発生の経緯を記録し、背景やメカニズム究明に取り組んだか
□ （問題が発生したら）リアルタイムで関連部署と情報共有し、対応を協議したか



建設業許可・建築工事届等の電子化状況を踏まえた 

行政記録情報の統計への活用に向けた勉強会について 

 

令和４年９月１５日設置 

 

１．  国土交通省が所管する統計の精度向上、調査者・報告者の負担軽減を図

り、各政策担当部局と一体となって統計ＤＸを推進するため、建設・建築

関係手続の電子化の状況等を踏まえ、行政記録情報の統計への活用の推進

に向けて、課題の整理及び将来的な整備の方向性について検討を行う。 

 

２．  勉強会は、以下の者で構成する。ただし、必要がある場合には、構成員

を追加する。 

構成員 総合政策局情報政策課長 

      行政情報化推進課長 

    大臣官房技術調査課長 

    不動産・建設経済局建設業課長 

    住宅局建築指導課長 

 

３．  会議の事務局の庶務は、国土交通省総合政策局情報政策課において処理を

する。 
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